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【 請 求 項 ３ 】

複 数 の 記 録 層 を 有 す る 光 デ ィ ス ク で あ っ て 、
当 該 光 デ ィ ス ク 内 に 含 ま れ る 記 録 層 に つ い て の 情 報 が 保 持 さ れ る 管 理 領 域 を 有 し 、
当 該 管 理 領 域 は 他 の 規 格 に 準 拠 し た 記 録 層 の 有 無 、 お よ び 当 該 他 の 規 格 に 準 拠 し た 記 録 層
に 関 す る 情 報 を 含 み 、
上 記 管 理 領 域 の 情 報 が 最 も 記 録 密 度 が 高 い 記 録 層 に 記 録 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス
ク 。

請 求 項 １ に 記 載 の 光 デ ィ ス ク に 対 し て 情 報 の 読 出 し を 行 な う 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ て 、
上 記 最 も 記 録 密 度 が 高 い 記 録 層 の 管 理 領 域 に ア ク セ ス す る 手 段 と 、
上 記 管 理 領 域 の 情 報 か ら 、 他 の 規 格 に 準 拠 し た 記 録 層 の 有 無 、 お よ び 当 該 他 の 規 格 に 準 拠
し た 記 録 層 に 関 す る 情 報 を 抽 出 す る 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。

請 求 項 １ に 記 載 の 光 デ ィ ス ク に 対 し て 情 報 の 記 録 ま た は 再 生 を 行 な う 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ
っ て 、
上 記 最 も 記 録 密 度 が 高 い 記 録 層 の 管 理 領 域 に ア ク セ ス す る 手 段 と 、
上 記 管 理 領 域 の 情 報 か ら 、 他 の 規 格 に 準 拠 し た 記 録 層 の 有 無 、 お よ び 当 該 他 の 規 格 に 準 拠
し た 記 録 層 に 関 す る 情 報 を 抽 出 す る 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
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